
冷蔵倉庫チェック表

所有されている倉庫が、冷蔵倉庫に該当するか、ご確認をお願いします。

税務課　家屋係 電話：０２６８－２２－４１００　（内線１２９６・１２９７）

現地調査をさせていただく必要がありますので、税務課家屋係までご連絡下さい。

木造以外の構造（鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造・コンクリートブロック造など）の倉庫を所有している。

このたびの改正による変更はございませんので、ご連絡は不要です。

連絡先

倉庫内は１０℃以下に保つことができる。

倉庫そのものに冷蔵機能を備えている。
（倉庫内に業務用冷蔵庫やプレハブ式冷蔵庫を設置したものではない。）
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